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参加者募集参加者募集中！！参加者募集中！！

参加資格♥２０歳以上の同性２人１組で参加できる人
　　　　　※既婚者は１人まで参加可能

申込期間♥平成２７年１２月１日（火）
　　　　　　　　　　　　　～平成２８年１月１５日（金）
　　　　　※定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

申込方法♥右記のＱＲコードを読み込み、
　　　　　必要事項を入力していただき、
　　　　　送信ボタンを押して下さい。
　　　　　折り返し事務局よりご連絡し
　　　　　ます。
送迎予約♥佐世保発着シャトルバスを用意しております。　
　　　　　ご利用はご予約の人のみとなっております。
　　　　　あらかじめご了承ください。

連携 連携

提供禁止提供禁止

私のマイナンバーは
　　　　　　９８７６・・・・・・・です。

広報ひらど 平成27年12月号 20Hirado City Public Relations,2015.1221

平成28年１月からマイナンバーは、
社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりす
ることはできません

　他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。マイナンバー
と結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。

個人情報は一元管理されず、複数の機関における情報連携には、個人番号を使
用しないため、個人番号から芋づる式に個人情報が抜き出せない仕組みとな
っています

　マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、
児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所などに、これまでどおり情報は分散して
管理されます。また、役所の間で情報をやり取りする情報連携の際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコード
を用いますので、例え１カ所で漏えいがあったとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

「今後の制度実施の流れ」

                   

制度実施 

の流れ 

■お問い合わせ　総務課行政班　☎内線2315

　年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福
祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定
められた事務に限って、マイナンバーが利用されま
す。民間事業者でも、社会保
険、源泉徴収事務など法律
で定められた範囲に限り、
マイナンバーを取り扱い
ます。

平成28年１月～ 平成29年１月～ 7月～

○社会保障・税・災害対策の手続き

　で、マイナンバーの利用開始

○申請者に、個人番号カード交付

国の行政機関で
情報連携開始

地方公共団体も
含めた、情報連携
開始

市役所 年金事務所税務署
（国税情報） （年金情報）（福祉情報）

各 機 関での情 報 連 携にマイナンバーは使用しません各機関での情報連携にマイナンバーは使用しません


